
 　　　　　　　時間 行き 帰り

 場所 警　備　時　間 警　備　時　間

15:30～17：00 19:40～20：20

 本町 16:30～18：20 18:40～20：00
 愛知北農協

 本町信号 16:30～18：20 18:40～20：00
 愛知北農協

 南東

 本町 16:30～18：20 18:40～20：00
 桜井工業㈱前

本町 16:30～18：20 18:40～20：00
旧松月前交差点

 西市町 16:30～18：20 18:40～20：00
喫茶バンビ前

 本町 15:30～18：00 18:40～20：00
 新溝神社

 鳥居前

 本町 16:30～18：20 18:40～20：00
 大野タバコ

 店北

 本町 16:30～18：20 18:40～20：00
（旧）大喜屋

（旧）いちい信金前

中本町 16:30～18：20 18:40～20：00
かどや商店前

 宮前町 16:30～18：20 18:40～20：00
 踏切西

 本町 16:30～18：20 18:40～20：00
 愛電館

 やまかわ前

 本町 16:30～18：20 18:40～20：00
 元高桑服装

　 専門学校

 　  交差点

 本町 16:30～18：20 18:40～20：00
 いずみ屋南

 本町 16:30～18：20 18:40～20：00
元 喫茶ぷち

 　トマト前

 東町 16:30～18：20 18:40～20：00
 東町交差点

 信号

（東町会館）

 本町 16:30～18：20 18:40～20：00
 元ス－パ－

 ヤマト前

 本町 16:30～18：20 18:40～20：00
 中部保育園西

 　点滅信号

大上市場区天王祭宵祭り　交通規制時間

 No

4 山車庫前及び横断歩道 　山車の山車庫から参道への移動時及び出発時の人と車両
の誘導を行う

6  山車がＡを北に左折したら、Ａを西、東へ向かう車は通
行可

　山車がＡを西に右折したら、Ａを東及び北に向かう車
は通行可

  山車の帰還時及び山車の参道から山車庫への移動時及び
出発時の人と車両の誘導を行う

5  山車がＡを北に左折したら、Ａを西、東へ向かう車は通
行可

　山車がＡを西に右折したら、Ａを東及び北に向かう車
は通行可（旧）焼肉富士屋前

11  山車がＡを北に左折したら、Ａを西、東へ向かう車は通
行可

　山車がＡを西に右折したら、Ａを東及び北に向かう車
は通行可

10  山車がＡを北に左折したら、Ａを西、東へ向かう車は通
行可

　山車がＡを西に右折したら、Ａを東及び北に向かう車
は通行可

13  山車がＢを東に曲ったら、Ｂを北へ向かう車は通行可
（参道通行車両の誘導）

　山車がＢを北に右折したら西及び東に向かう車は通行
可（参道通行車両の誘導）

12  山車がＢを東に過ぎたら、Ｂを北へ向かう車は通行可。
　山車がＢを北に右折したら西及び東に向かう車は通行
可

15 　山車がＡを北に左折したらＡを西、東へ向かう車は通
行可

　山車がＡを右折したらＡを東及び北に向かう車は通行
可

14  山車がＢを東に曲がったらＢを北へ向かう車は通行可。 山車がＢを北に右折したら西及び東に向かう車は通行可

17  山車がＣを南に右折したら、Ｃを北へ向かう車は通行可
　山車がＡを左折するまでの間、Ｃを北、Ｂを西へ向か
う車は通行可

3 　山車がＡを北に右折したらＡを西、東へ向かう車は通
行可

　山車がＡを西に曲がったらＡを北に向かう車は通行可

19  山車が ⑲ 交差点を通過したら、南へ向かう車は通行可
　山車がこの交差点を南に過ぎたら、北へ向かう車は通
行可。

18  山車がＢを東に左折したらＢを北及び西に向かう車は通
行可

　山車がプチトマト交差点を通過したら、北へ向かう車
は通行可

21  山車が ㉑ 交差点を通過したら、交差点を西、東及び南
へ向かう車は通行可

　山車がこの交差点を南へすぎたら、交差点を西、東及
び北に向かう車は通行可。

20  山車がＢを東に左折したら、Ｂを西へ向かう車は通行可 　山車がぷちトマト交差点を南に過ぎたら、通行可

22 - -

23  山車がＡを左折したら、山車の進行を確認しながら交差
点㉓を北、西及び東に向かう車を誘導する

　山車がぷちトマト交差点を南に通過したら、通行可

24  山車がＡを左折したら、山車の進行を確認しながら交差
点㉔を北、西及び東に向かう車を誘導する。南は㉓の交
差点まで

　㉕を南に向かう車は通行不可


